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北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

賀
（
広
海
家
、
大
家
家
、
浜
中
家
）
、
能
登
、

を
稼
ぎ
場
と
す
る
北
前
船
の
本
拠
は
、

越
前
（
右
近
家
）
、
加

者
ー
商
人
船
主
の
業
務
経
営
の
一
類
型
に
つ
い
て
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

北
ー
兵
庫
県
城
崎
郡
香
住
町
宮
下
家
の
場
合
ー
|
ー

前

船

主

の

一
般
に
北
前
船
と
よ
ば
れ
、
買
稲
み
を
主
な
る
経
営
形
態
と
す
る
自
己
運
送
廻
船
業

い
う
ま
で
も
な
く
、
北
海
道
か
ら
西
廻
り
航
路
を
利
用
し
て
兵
庫
・
大
阪
に
往
復
し
、
裏
日
本
・
瀬
戸
内
あ
る
い
は
北
九
州
の
諸
港

北
前
五
大
船
主
の
出
身
地
か
ら
推
し
て
考
え
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

越
中
（
馬
場
家
）
と
旧
称
さ
れ
た
福
井
・
石
川
・
富
山
の
各
県
に
わ
か
れ
る
北
陸
地
方
で
あ

(

1

)

 

る
。
し
た
が
っ
て
北
前
船
の
定
義
を
「
北
陸
の
船
で
、
関
西
方
面
と
北
海
道
の
間
を
往
復
し
た
帆
船
で
、
買
積
制
度
に
よ
る
も
の
」
と

(

2

)

 

す
る
向
も
あ
り
、
昨
今
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
北
前
船
の
研
究
も
、
こ
の
地
方
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
拠
が
北
陸
地
方
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
主
力
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
い
う
る
と
し
て
も
、
他
地
方
に
類
似

三
三
七

類

型

津

JI I 

正

幸
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五
郎
家
の
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
昔
か
ら
の
船
主
」
の
う
ち
「
北
前
船
系
グ

三
三
八

の
も
の
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
え
な
い
。
ま
た
運
賃
積
ー
他
人
運
送
を
主
な
る
経
営
形
態
と
す
る
菱
垣
・
樽
両
廻
船
に
対
し
て
の
買
積

み
船
を
一
般
に
北
前
船
と
呼
称
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
起
原
な
り
本
拠
地
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
裏
日
本
全
般
に
み
う
け
ら
れ
る
同
種

の
経
営
形
態
を
有
す
る
商
船
を
北
前
船
と
呼
称
し
て
も
、
何
等
差
支
は
な
か
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
、
取
上
げ

よ
う
と
す
る
例
は
、
北
陸
地
方
の
北
前
船
に
対
し
て
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
山
陰
地
方
に
本
拠
を
も
つ

北
前
船
で
、
従
来
ほ
と
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
但
馬
の
北
前
船
に
つ
い
て
、
と
く
に
城
崎
郡
香
住
町
安
木
浜
の
宮
下
仙

と
こ
ろ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
期
を
通
じ
て
の
、
わ
が
国
海
運
業
の
動
向
は
、
実
に
め
ま
ぐ
る
し
い
様
相
を
呈
し
た
。
沿
岸
航
路
の
み

に
つ
い
て
み
て
も
、
就
航
す
る
船
舶
の
種
類
は
、
旧
来
の
大
和
型
帆
船
が
な
お
健
在
で
あ
り
、
西
欧
の
先
進
文
明
と
と
も
に
蒸
汽
船
が

導
入
さ
れ
、
和
船
の
不
備
を
お
ぎ
な
う
ぺ
く
西
洋
型
帆
船
が
逐
次
建
造
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
ま
た
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
の
二
大
特

権
会
社
の
経
営
す
る
い
わ
ゆ
る
「
社
船
」
と
、
そ
の
他
す
べ
て
の
船
主
・
海
運
企
業
を
総
称
す
る
「
社
外
船
」
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
っ
て
、
技
術
的
に
、
あ
る
い
は
経
済
的
に
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
海
運
業
の
黎
明
期
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
他
方
に

お
い
て
、
旧
幕
時
代
か
ら
活
動
し
、
相
互
に
相
剋
し
て
発
展
を
と
げ
た
大
和
型
帆
船
に
よ
っ
た
諸
廻
船
業
が
、
線
香
花
火
に
も
似
た
状

態
で
、
点
火
さ
れ
た
時
の
勢
い
の
よ
い
花
々
し
い
輝
き
を
み
せ
、
や
が
て
軸
の
先
の
小
さ
な
火
玉
と
な
っ
て
、
ま
さ
に
消
え
ん
と
す
る

(

3

)

 

寸
前
の
断
続
的
な
名
残
り
の
か
が
や
き
を
み
せ
て
終
る
よ
う
な
、
衰
微
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(

4

)

 

こ
の
期
の
海
運
業
の
、
と
く
に
「
近
代
化
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
神
戸
大
学
佐
々
木
誠
治
氏
の
「
日
本
海
運
業
の
近
代
化
」
と
題
＇

す
る
優
れ
た
論
考
が
あ
り
、
と
く
に
近
代
船
主
の
類
型
化
を
試
み
ら
れ
、
社
船
と
社
外
船
の
区
別
の
も
と
に
、
主
要
社
外
船
主
の
近
代

化
過
程
に
つ
い
て
、
詳
細
な
資
料
を
ふ
ま
え
て
の
実
証
的
な
研
究
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、

闘
西
大
學
『
繹
漬
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号
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北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

の
三
類
型
で
あ
る
。

曰
海
商
に
よ
る
利
益
を
土
地
に
投
資
し
、
地
主
化
し
た
も
の
。

仁）

大
阪
は
じ
め
、
主
要
な
港
湾
都
市
に
定
住
し
、
問
屋
商
人
、
金
融
業
者
と
な
っ
た
も
の
。

H 
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

加
賀
の
広
海
二
三
郎
（
広
海
汽
船
）
の
場
合
を
考
究
さ
れ
、

に
推
転
す
る
過
程
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
き
ま
で
に
究
明
さ
れ
た
か
の
感
が
あ
る
。

し
か
し
本
稿
に
お
い
て
は
、
同
氏
の
分
析
視
角
と
は
逆
に
、
近
代
化
の
過
程
で
は
な
く
、
近
代
化
に
と
り
残
さ
れ
、
む
し
ろ
旧
態
依

然
と
し
た
営
業
を
固
守
し
、
あ
る
い
は
転
業
し
、
あ
る
い
は
退
廃
し
て
ゆ
く
過
程
の
一
事
例
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
な

れ
ば
「
後
向
き
」
の
姿
勢
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
わ
が
国
の
明
治
期
に
お
け
る
経
済
成
長
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
一
八
世
紀
中
葉
の
動
乱
期
（
安
政
ー
明
治
）
を
経
て
、

紙
幣
乱
発
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
地
租
改
正
の
実
施
と
紙
幣
整
理
の
時
期
（
明
治
十
四
年
以
降
）
に
は
い
っ
て
、
前
期
の
反
動
と
し
て
の
米
価
の
暴
落
、
明
治
二
十
年

改
革
の
時
代
に
入
り
、

（
一
八
八
七
年
）
頃
か
ら
の
、
世
界
的
な
銀
価
の
動
揺
な
い
し
下
落
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
日
本
の
為
替
相
場
の
動
揺
と
物
価
の
高
騰
、

続
い
て
日
清
戦
後
の
反
動
恐
慌
、
日
本
の
産
業
革
命
の
進
行
、

日
露
戦
争
前
後
の
海
外
市
場
へ
の
発
展
等
々
、
波
動
す
る
社
会
経
済
に

如
何
に
対
処
し
、
如
何
に
生
き
抜
き
あ
る
い
は
退
転
し
て
い
っ
た
か
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
幕
末
•
明
治
期
を
通
じ
て
、
北
前
船
主
が
時
勢
の
変
化
に
い
か
に
対
応
し
、
企
業
の
主
な
る
基
礎
を
何
処
に
お
い
た
か
の
観

点
に
立
ち
、
し
か
も
何
等
か
の
命
脈
を
保
っ
て
、
存
続
し
え
た
企
業
者
な
い
し
産
業
者
を
大
雑
把
に
分
別
す
る
と
、
大
体
三
つ
の
類
型

海
運
業
を
継
続
し
、
近
代
船
主
と
な
っ
た
も
の
。

ル
ー
プ
」
の
代
表
と
し
て
、

三
三
九

北
前
船
の
近
代
化
ー
北
前
船
主
が
近
代
船
主
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さ
て
前
述
の
通
り
、
北
前
船
の
主
力
は
北
陸
地
方
に
あ
り
、

原
本
は
神
戸
大
学
経
済
学
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の

三
四
〇

日
の
類
型
に
属
す
る
も
の
は
、
北
前
船
グ
ル
ー
プ
の
中
で
も
比
較
的
に
も
っ
と
も
初
期
に
海
商
を
開
始
し
た
、
能
登
・
加
賀
・
越
前

(

5

)

 

の
船
主
で
馬
場
家
・
広
海
家
・
右
近
家
の
よ
う
な
場
合
を
そ
の
代
表
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

口
の
類
型
に
属
す
る
も
の
は
、
日
の
類
型
に
属
す
る
、
先
進
的
な
船
主
に
剌
戟
さ
れ
て
、
時
期
的
に
は
少
し
お
く
れ
て
開
業
し
、
地

域
的
に
は
前
三
者
の
出
身
地
に
近
接
す
る
能
登
・
加
賀
・
越
前
の
中
小
船
主
、
例
へ
ば
加
賀
の
西
村
屋
忠
兵
衛
家
な
ど
を
あ
て
る
こ
と

(

6

)

 

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

国
の
類
型
に
属
す
る
も
の
は
、
口
の
類
型
に
属
す
る
も
の
よ
り
も
、
さ
ら
に
開
業
が
遅
れ
、
地
域
的
に
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
存

在
と
規
定
し
た
但
馬
地
方
の
船
主
の
若
干
な
ど
で
、
諸
寄
の
東
藤
田
家
、
香
住
安
木
浜
の
宮
下
家
、
豊
岡
の
滝
田
家
あ
る
い
は
隠
岐
島

(

7

)

 

後
布
施
村
の
山
口
家
な
ど
を
そ
の
代
表
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

山
陰
地
方
の
北
前
船
を
そ
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
存
在
と
み
た
以
上

は
、
山
陰
地
方
の
船
舶
保
有
状
態
を
明
ら
か
に
し
、
前
者
と
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
存
史
料
が
僅
少
で
あ

る
た
め
今
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
一
地
方
の
客
船
帳
に
よ
っ
て
そ
の
概
略
の
み
を
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。
い
う
と
こ
ろ
の
客
船
帳
は
、
海
事
史
料
双
書
第
四
巻
に
お
さ
め
ら
れ
、

で
、
同
双
書
の
編
纂
者
住
田
正
一
氏
の
解
題
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
二
、
三
年
頃
に
、
下
関
地
方
の
一
流
問
屋
が
、
古
い
元
帳
を
整
理

作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
、
下
関
で
は
な
く
て
、
浜
田
港
の
一
問
屋
と

(

8

)

 

み
る
向
も
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
海
沿
岸
の
一
港
湾
都
市
で
も
の
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
さ

濶
西
大
學
『
網
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号
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第1表 但馬 国 在 籍 良 一 覧

北前船主の一類型（津川）

地 名 1文政慶~応 1明ま治で10年 20年まで 30年まで

居 組 16 12 1 5 

柴 山 3 

一日市村 1 3 2 

訓 谷 1 

安 木 1 2 
諸． 寄 11 3 25 

釜屋村 1 

竹ノ浜 6 7 30 6 

須井村 2 

瀬 戸 ， 
豊 岡 3 2 5 2 

計 I 50 I 2a I 66 I 15 
海事史料双書第4巻 諸国御客帳による

て
こ
の
客
船
帳
に
よ
る
と
、
記
載
さ
れ
た
船
舶
が
、
必
ず
し
も
買
積
を
お
こ
な
う
北
前
船
ば
か
り
で
は
な
く
、
運
賃
積
を
主
た
る
経
営
形

態
と
す
る
船
舶
も
混
入
し
記
載
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
な
し
え
な
い
き
ら
い
が
あ
る
が
、
石
見
津
和
領
小
浜
浦
に
つ
い
て

は
、
安
政
七
年
（
万
延
元
年
ー
一
八
六

0)
万
延
二
年
の
間
に
五
艘
、
明
治
に
な
っ
て
四
艘
の
船
名
が
の
せ
ら
れ
、
出
雲
国
に
つ
い
て
は
、

キ
ヅ
キ
・
大
芦
浦
・
板
津
浦
廻
•
松
江
・
竹
矢
村
・
古
浦
·
加
賀
浦
・
十
六
ノ
嶋
・
う
ど
う
浦
・
鷺
浦
の
十
ヵ
所
で
、
文
政
九
年
か
ら

慶
応
三
年
の
間
に
一
五
艘
、
明
治
期
に
一
七
艘
、
伯
習
国
に
つ
い
て
は
、
上
道
村
・
境
湊
の
ニ
ヵ
所
で
明
治
期
に
四
艘
、
因
幡
国
で
は

大
塚
浦
・
赤
崎
浦
・
橋
津
浦
・
酒
津
浦
•
青
谷
浦
・
加
路
浦
・
田
後

村
・
淀
江
浦
・
泊
里
浦
・
田
尻
浦
・
八
橋
・
由
良
津
•
浜
村
・
江

年
(
-
八
六
七
）
の
間
に
二
十
八
艘
、
明
治
期
に
四
一
艘
、
丹
後
国
に

つ
い
て
は
、
間
人
浦
・
由
良
・
タ
日
浜
詰
村
・
岩
滝
・
神
崎
村
の
五

ヵ
所
で
、
天
保
七
年
か
ら
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
間
に
一
五
艘
、

籍
の
船
舶
で
同
客
船
帳
に
記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
第
一
表
に
示
す
通

り
、
居
組
・
柴
山
・
一
日
市
村
・
訓
谷
・
諸
寄
・
釜
屋
村
・
竹
ノ
浜

・
須
井
村
・
瀬
戸
・
豊
岡
の
現
美
方
・
城
崎
両
郡
に
ま
た
が
る
一
―

ヵ
所
で
、
文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
か
ら
慶
応
三
年
に
至
る
間
に
五
〇

出
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

三
四
一

と
こ
ろ
で
、

但
馬
国
在

明
治
二
十
二
年
に
六
艘
の
船
名
が
記
録
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
の
船
舶
の

原
・
大
谷
の
一
五
ヵ
所
よ
り
、
文
化
二
年
(
-
八
0
五
）
か
ら
慶
応

----~---ニ- ----~-- --
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れ、

風
待
ち
、

さ
ら
に
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
久
美
浜

な
か
で
も
竹
野
村
分
に
つ
い
て
は
、

更
に
、

三
四
二

艘
、
明
治
一

0
年
ま
で
に
二
八
艘
、
同
二

0
年
ま
で
に
六
六
艘
、
記
載
の
最
終
期
日
で
あ
る
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
に
一

五
艘
、
計
一
五
九
艘
の
船
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
先
の
山
陰
諸
国
の
在
籍
船
舶
数
に
比
較
す
る
と
、
出
雲
三
二
艘
、
伯
者
四

因
幡
・
丹
後
と
石
見
の
一
部
の
五
ヵ
国
在
籍
船
合
計
を
上
廻
る
状
態
で
あ
る
。
勿
論
、
諸
国
廻
船
の
う
ち
に
は
、

こ
の
客
船
帳
作
成
者

で
あ
る
一
問
屋
に
着
船
せ
ず
、
同
所
他
問
屋
あ
る
い
は
最
寄
り
の
他
港
に
入
港
、
着
船
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
各
国
在
籍
の
諸
廻
船
も
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
数
を
上
廻
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
条
件
は
、
但
馬
在
籍
船
舶
に
つ
い
て
も
同
様
の
条

件
が
あ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
、
同
じ
条
件
で
比
較
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
比
較
で
、
な
お
同
客
船
帳
記
載
の
諸

国
船
名
数
に
お
い
て
、
隠
岐
国
ニ
―
五
艘
、
越
前
国
一
八
一
艘
、
加
賀
国
二
八
一
二
艘
、
能
登
国
一
五

0
艘
、
越
中
国
二
八
六
艘
、
越
後

国
二
五
九
艘
に
は
匹
敵
し
え
な
い
ま
で
も
、
数
の
上
で
は
能
登
一
国
の
在
籍
船
名
数
を
少
し
上
廻
る
船
舶
数
が
当
該
港
湾
に
入
出
港

し
、
し
た
が
っ
て
日
本
海
を
北
に
、
西
南
に
往
来
し
て
い
た
程
の
船
舶
を
も
っ
て
い
た
地
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

'

（

9
)
 

こ
の
間
の
事
情
を
、
い
ま
一
度
地
元
但
馬
の
竹
野
・
諸
寄
•
浜
坂
等
に
残
存
す
る
史
料
に
よ
っ
て
み
る
と
。
文
政
年
間
の
「
諸
廻
船
往

来
改
帳
」
に
よ
れ
ば
、
同
九
年
(
-
八
二
六
）
に
諸
寄
港
に
入
港
し
た
船
舶
八

0
艘
、
同
十
年
―

1
0艘
、
同
十
一
年
五
九
艘
が
数
え
ら

あ
る
い
は
飲
料
水
の
補
給
の
た
め
に
寄
港
す
る
諸
国
廻
船
の
往
来
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
、

「
諸
廻
船
往
来
改
帳
」
に
は
、
但
馬
地
方
在
籍
の
廻
船
名
が
散
見
さ
れ
、
城
崎
郡
津
井
山
村
・
瀬
戸
村
・
小
嶋
村
・
美
含
郡
竹
野
村
・

あ

げ

あ

ま

る

ペ

安
木
村
・
柴
山
村
・
上
計
村
・
沖
浦
村
・
境
村
・
余
部
村
等
の
村
名
が
記
載
さ
れ
、

（
一
八
三
一
年
）
に
一
五
艘
の
船
名
が
の
せ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
他
の
史
料
に
よ
る
と
、
同
村
に
お
い
て
船
手
形
を
う
け
た
者
が
、
文

化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
三
四
名
、
同
十
四
年
七
名
、
文
政
六
年
（
一
八
ニ
―
―
-
)
に
は
八

0
名、

天
保
年
間
の

天
保
二
年

艘
、
因
幡
六
九
艘
、
丹
後
ニ
―
艘
お
よ
び
小
浜
浦
四
艘
を
合
計
し
て
、

一
三
九
艘
で
あ
っ
て
、
但
馬
一
国
の
船
舶
数
が
出
雲
・
伯
者

賜
西
大
學
『
糎
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
•
五
·
六
合
併
号
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北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

更
に
瀬
戸
内
に
か
け
て
活
躍
し
た
姿
が
し
の
ば
れ
る
。
」

乗
船
頭
で
、

五
人
乗
り
の
船
を
も
っ
て
回
漕
業
を
営
ん
で
い
た
事
が
見
ら
れ
、

翌
三
年
（
明
治
）
に
は
仙
五
郎
が
沖
船
頭
と
な
っ
て
、

と、 廻
船
業
に
進
出
す
る
素
地
は
充
分
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

代
官
所
改
め
に
よ
る
同
村
の
廻
船
艘
数
は
、
五
十
石
な
い
し
四
百
石
積
廻
船
五
二
艘
と
調
査
さ
れ
て
い
る

C

こ
れ
を
先
に
あ
げ
た
第
一

表
に
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
文
政
八
年
か
ら
慶
応
三
年
に
至
る
間
の
同
村
在
籍
船
の
当
該
港
湾
に
入
港
し
た
船
数
は
六
艘
で
あ

る
c

し
か
る
に
嘉
永
二
年
の
船
改
め
で
は
五
二
艘
、
積
石
数
の
大
小
に
よ
っ
て
航
海
範
囲
も
お
の
ず
か
ら
広
狭
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、

相
当
数
の
廻
船
が
日
本
海
を
往
来
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
竹
野
浦
の
み
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
但

馬
沿
岸
の
諸
村
の
殆
ん
ど
が
、
海
に
生
業
の
基
礎
を
求
め
、
漁
業
に
、
あ
る
い
は
廻
船
業
に
そ
れ
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

事
情
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
竹
野
浦
と
同
様
の
行
き
方
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
但
馬
沿
岸
の
諸
海
村
に
お
い
て
は
、
諸
国
廻
船
の
往
来
寄
港
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
村
の
村
落
事
情
か
ら
し
て
、

さ
て
、
宮
下
仙
五
郎
家
に
つ
い
て
、
先
に
引
用
し
た
中
井
寿
孝
氏
の
「
日
本
海
の
回
漕
業
に
つ
い
て
」
の
一
節
を
再
度
引
用
す
る

「
宮
下
家
は
北
但
に
於
け
る
山
林
地
主
と
し
て
最
も
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
先
般
の
調
査
で
知
り
得
た
事
は
、
宮
下
仙
五
郎
が
直

開
通
時
ま
で
が
全
盛
期
で
、

ら
下
関
、

大
阪
の
桜
屋
重
太
郎
手
船
に
乗
り
組
ん
で
い
た
事
が
伺
わ
れ
る
。
保
存
さ
れ
て
い
る
古
文
書
よ
り
見
る
と
、
明
治
二
十
年
以
降
山
陰
線

一
時
は
第
一
号
明
宝
丸
•
第
二
号
明
宝
丸
・
明
生
丸
・
真
徳
丸
の
五
艘
の
廻
船
を
持
ち
、
遠
く
北
海
道
か

（
昭
和
三
十
六
年
以
前
に
お
こ
な
っ
た
調
査
に
よ
る
。
）
と
同
家
の
買

積
船
業
者
と
し
て
の
発
端
と
営
業
状
態
、
さ
ら
に
廻
船
業
か
ら
大
山
林
地
主
へ
の
転
向
の
一
端
を
述
べ
て
い
る
。

三
四
三
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第2表 宮 下 仙 五 郎 略 歴

年 代 事 項

天保元年 (1830)

7年

文久2年 (1862)

8年

慶応元年 (1865)

2年

3年

明治元年 (1868)

5年

7年

11年 (1878)

12年

16年

18年

20年 (1887)

21年

以年

28年

29年

30年 (1897)

33年 (1900)

潤年

40年 (1907)

43年

“年

生る、生後3日訓谷大倉彦兵衛家へ養子

実家に帰生。

300石船を購入、生家没落の為間もなく売却

生家の老朽船を修理、これを境港にて良船とかえる。

北海にて暴風にあい破船、

大阪にて 700石船を新造、同年12月16日境港にて、．諸寄勢
戸屋平左衛門持船500石積船を346円で購入。

分家し初代仙五郎を名乗る。

生家の為1860円で船を購入、田畑 6反歩と共に生家の財産
とする。・

大阪にて明栄丸400石新造

明神丸 800石新造 (6年 5月改船石624石 5人乗）

明宝丸 700石新造。

大乗寺持田30町7反余を1524円余で購入。

正月大阪立売堀秋岡源兵衛に持船潤6石積（明生丸）を売
却し、大阪難波小林弥助から 575石積（鑑札石）新造船を
2830円で購入

5月秋田能代大原慶次郎から250石積日本形17反帆船を760
円で購入

明生丸 659右大阪にて進水
秋田県能代で建物(4月5尺： 7間3尺）1軒を420円で購入

明神丸修理

4月11日城崎郡小島にて、明神丸 482石進水船頭梁津山勘
兵衛

5月10日大阪難波小林弥助建造明生丸659石進水 (18年の
分と重複）

1月神戸綱盛源兵衛に明生丸売却

3月19日小島津山勘兵衛建造明宝丸448石進水

4月25日明宝丸進水 (24年の分と重複）

3月家督を長男仙太郎に譲る
（巨万を蓄え、田を購い、林を植え、芳々興業を行なう）

7月仙太郎銀行創立委員長として美含銀行創立し、取頭と
なる

3月15日明生丸894石を小島にて新造

8月10日秋田県象潟港にて暴風に逢い明生丸 (894石）跛船

-10月14日初代仙五郎死去

明神丸 639石解散届

諸船解散

庸
西
大
學
『
輝
漬
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

三
四
四



723 

(

1

0

)

 

と
こ
ろ
で
、
家
下
家
所
蔵
の
文
書
に
よ
る
と
同
家
は
初
代
仙
五
郎
の
代
に
な
っ
て
初
め
て
廻
船
業
を
開
始
し
た
の
で
は
な
く
、
仙
五

る
。
ま
ず
初
代
仙
五
郎
が
直
乗
船
頭
1

1
船
主
と
な
り
、
手
船
を
新
造
し
て
営
業
を
拡
大
し
て
ゆ
く
過
程
を
し
る
為
に
、
船
を
中
心
と
す

(

1

1

)

 

る
初
代
仙
五
郎
一
代
の
略
歴
を
第
三
表
に
表
示
し
よ
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
七
オ
か
ら
三
十
三
オ
に
至
る
ま
で
家
業
に
従
い
、
帆
船
に
乗
船
し
て
資
金
を
貯
え
、
文
久
二
年
(
-
八
六
二
）
に
三

百
石
積
帆
船
を
購
入
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
時
運
は
彼
に
恵
ま
ず
、
折
角
に
購
入
し
た
帆
船
も
、
生
家
の
没
落
に
逢
っ
て
、
止
む
な
く

こ
れ
を
売
却
し
、
よ
う
や
く
残
さ
れ
た
生
家
の
老
朽
船
を
修
理
し
て
商
船
営
業
を
継
続
し
た
。
そ
の
後
事
業
も
進
み
、
そ
の
年
に
、
な

お
良
船
を
購
入
す
る
の
望
み
や
み
が
た
く
、
伯
習
国
境
港
に
し
か
る
べ
く
船
を
見
出
し
、

し
た
。

か
く
し
て
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
た
か
に
み
え
た
商
船
営
業
も
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
秋
下
り
に
暴
風
に
逢
い
、

傷
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
に
は
、
既
に
相
当
の
利
益
を
あ
げ
て
い
た
ら
し
く
、
同
年
十
二
月
十
六
日
に
、
再
び
境
港

で
、
但
馬
国
二
方
郡
諸
寄
勢
戸
屋
平
左
衛
門
の
持
船
五
百
石
積
帆
船
を
購
入
し
、
他
方
に
お
い
て
、
大
阪
で
七
百
石
積
帆
船
の
建
造
に

と
こ
ろ
で
、

北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

一
航
海
の
利
濶
を
投
じ
て
老
朽
船
と
換
え
船

か
か
っ
て
い
る
。
以
後
明
治
七
年
に
い
た
る
ま
で
に
、
同
元
年
に
明
栄
丸
四
百
石
積
帆
船
、
同
五
年
に
明
神
丸
八
百
石
積
、
同
七
年
に

明
宝
丸
七
百
石
積
を
建
造
し
て
お
り
、
明
治
初
年
に
は
五
艘
の
帆
船
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
帆
船
の
う
ち
、
明
治
五
年
に
建
造
さ
れ
た
八
百
石
積
の
明
神
丸
は
、
明
治
六
年
五
月
廿
八
日
の
改
め
に
よ
る

と
、
六
百
二
十
四
石
積
と
あ
り
、
さ
ら
に
明
治
十
一
年
四
月
二
十
日
に
は
、

御
鑑
札
御
改
正
願

郎
の
実
家
も
既
に
旧
幕
時
代
よ
り
同
業
を
営
ん
で
い
た
ら
し
く
、

但

馬

国

美

含

郡

安

木

村

三
四
五

船
を

恐
ら
く
仙
五
郎
も
幼
少
の
頃
か
ら
乗
船
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
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る。

権

令

森

岡

昌

純

殿

と
鑑
札
表
の
積
石
数
の
改
正
を
願
い
出
て
お
り
、
実
積
石
数
よ
り
も
小
さ
い
届
け
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
事
情
が
う
か
が
わ
れ

さ
ら
に
、
明
治
七
年
ま
で
に
五
艘
の
手
船
を
所
有
し
て
い
た
と
述
べ
た
が
こ
の
点
な
お
疑
問
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
持
ち
船
を
売

兵

庫

県

右

之

通

願

上

候

二

付

奥

印

仕

候

也

四

月

廿

日

明

治

十

一

年

上
候
間
、
何
卒
再
御
検
査
被
成
下
、
御
改
正
之
段
奉
願
上
候
、
以
上

四

百

八

十

六

石

積

明

神

丸 閥
西
大
學
二
碑
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

戸

長

川

崎

治

兵

衛

＠

船

宿

綱

盛

弥

兵

衛

⑲

兵

庫

東

出

町

右

仙

五

郎

R

右
之
船
御
鑑
札
、
先
般
豊
岡
県
に
お
ゐ
い
て
願
受
、
御
鑑
札
表
四
百
八
十
六
石
積
二
御
座
候
処
、
船
形
よ
り
石
数
多
分
積
被
入
候
に
、

北
海
道
七
湊
之
内
ニ
テ
荷
物
積
入
候
節
、
右
御
鑑
札
表
よ
り
余
は
積
入
二
難
出
来
故
、
甚
夕
難
渋
仕
候
二
付
、
元
豊
岡
県
御
鑑
札
奉
返

乗

組

九

人

宮

下

仙

五

郎

直

乗

四
六
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北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

借
用
申
金
子
手
形
之
事
，

却
し
た
史
料
、
あ
る
い
は
破
船
の
記
録
が
な
い
為
に
詳
細
が
判
明
し
な
い
が
、
明
治
十
年
三
月
の
証
文
の
中
に
、

一

金

百

五

拾

圃

也

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

右
之
金
子
正
二
請
取
借
用
仕
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
は
壱
ヶ
月
金
高
三
圏
づ
A

相
加
へ
、
我
等
手
船
明
神
丸
・
明
宝
丸
・
明
生
丸
右
三

艘
之
内
、
何
れ
二
て
も
登
次
第
元
利
共
無
滞
急
度
返
却
可
仕
候
、
若
船
玉
登
リ
無
之
候
節
ハ
、
我
等
手
元
ヨ
リ
無
遅
滞
返
済
可
致
候
、

為
後
借
用
証
依
而
如
件

綱

盛

弥

兵

衛

殿

我
等
手
船
明
神
丸
・
明
宝
丸
・
明
生
丸
右
三
艘
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
古
船
と
積
石
の
小
さ
い
帆
船
は
売
却
し
、
仙
五
郎
に
と

っ
て
当
時
最
適
の
経
営
規
模
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
三
艘
の
所
有
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
出
き
る
。

屋
な
ど
で
購
入
し
た
中
荷
代
金
は
、
そ
の
時
に
即
時
払
い
を
し
な
い
で
、

れ
る
。
例
へ
ば
、
慶
応
三
年
に
は
、

ま
た
右
の
証
文
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
は
じ
め
の
う
ち
は
船
仕
建
て
を
す
る
時
に
、
右
証
文
の
場
合
は
船
宿
で
あ
る
が
、
そ
の
他
問

一
航
海
終
っ
て
決
算
し
、
支
払
っ
た
場
合
が
厘
々
見
う
け
ら

一
金
弐
拾
両

但
八
月
半
よ
り
利
足
付

右
之
通
中
荷
代
金
之
内
借
用
申
処
実
正
二
御
座
候
、
尤
返
済
之
儀
は
、
為
立
御
登
之
節
、
元
利
共
無
相
違
御
勘
定
可
申
候
、
為
其
借
用

明
治
十
年
三
月
五
日

借

用

記

三
四
七

宮

下

仙

五

郎

-------. -_ _: ___ --~----__ -~·-·__—- ,j__''  
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両
を
借
用
し
、
同
四
年
正
月
に
は
、

利
足
之
儀
勘
弁
此
表
相
済
申
候

宮

下

仙

五

郎

殿

と
中
荷
代
金
の
内
弐
拾
両
を
借
用
し
、
裏
書
き
文
面
の
干
支
に
相
違
な
け
れ
ば
、
明
治
六
年
に
支
払
を
す
ま
せ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
船
仕
建
て
に
あ
た
り
中
荷
代
金
を
船
宿
・
問
屋
な
ど
で
借
勘
定
に
し
て
航
海
を
は
じ
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
新
年
度
の
初
航

海
の
為
に
、
船
囲
い
場
所
に
向
か
っ
て
郷
関
を
出
立
す
る
に
あ
た
り
、
居
村
・
近
隣
村
の
親
類
・
縁
者
よ
り
融
通
を
う
け
て
、
資
金
集

め
を
行
な
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
元
年
十
一
月
か
ら
正
月
に
か
け
て
、
二
回
に
わ
た
り
祖
父
宮
下
庄
助
か
ら
合
計
金
千

「
無
拠
急
場
入
用
の
為
」
の
理
由
で
金
五
十
五
両
を
滝
本
貫
一
郎
よ
り
、
金
三
十
両
を
所
有
し
て

い
た
上
田
七
畝
一
五
歩
を
質
入
れ
し
て
訓
谷
村
甚
助
か
ら
借
用
し
、
明
治
五
年
に
は
祖
父
庄
助
か
ら
金
札
五
十
五
両
、
滝
本
貫
一
郎
か

旦
シ
ーヽ

表
書
之
金
子
弐
拾
両
也

（
明
治
六
年
）

酉
四
月
十
五
日
元
金
請
取
候
以
上

（
哀
書
）

内
道
屋
七
右
衛
門
殿

慶
応
三
年
卯
八
月
十
六
日

手
形
如
件

賜
西
大
學
『
舗
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

内

道

屋

七

右

衛

門

宮

下

源

四

郎

＠

但

馬

安

木

三
四
八
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ら
金
五
百
両
を
借
用
し
、
翌
六
年
一
月
に
は
松
井
忠
助
か
ら
金
六
十
一
両
、
同
年
八
月
の
二
番
下
り
に
は
、
同
人
か
ら
金
七
十
円
、
竹

野
村
橋
井
与
平
治
か
ら
金
百
五
十
円
、
桑
ノ
本
村
丸
山
常
五
郎
か
ら
金
百
両
、
滝
本
勇
助
か
ら
金
弐
百
両
な
ど
の
融
通
を
う
け
、
殆
ん

ど
の
場
合
航
海
終
り
に
約
束
通
り
元
利
共
に
皆
済
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
自
己
資
本
の
み
な
ら
ず
、
他
人
の
融
通
可
能
な
所
持
金
を

も
集
め
て
、
出
来
る
だ
け
充
分
な
資
金
を
も
っ
て
、
積
載
可
能
な
最
大
限
の
中
荷
を
仕
入
れ
、
価
格
の
地
域
差
を
察
知
し
て
、
不
等
価

交
換
に
よ
る
利
濶
を
最
大
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
、
破
船
・
難
船
の
無
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ

他
人
の
資
本
を
導
入
し
て
営
業
し
つ
つ
も
、

次
年
度
の
利
濶
で
中
荷
の
資
金
を
獲
得
し
、

て
、
「
第
一
年
の
利
濶
で
造
船
費
を
償
却
し
、

(

1

2

)

 

た
。
」
と
い
わ
れ
る
点
は
あ
る
程
度
ま
で
あ
た
っ
て
い
て
、
そ
の
上
さ
ら
に
た
だ
蓄
積
さ
れ
る
ま
ま
で
は
な
く
、
そ
の
蓄
積
に
他
人
か

ら
の
資
金
を
も
導
入
し
て
運
転
資
金
を
増
し
、
買
積
営
業
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

価
格
の
地
域
差
を
利
用
し
て
の
不
等
価
交
換
に
よ
る
利
濶
の
獲
得
は
、
実
際
に
売
買
仕
切
帳
を
分
析
し
て
、
仕
入
値
と
売
値
を
比
較

す
れ
ば
如
実
に
判
明
す
る
が
、
明
治
十
七
年
以
前
の
仕
切
帳
は
残
存
し
な
い
。
そ
こ
で
、
相
当
額
の
利
濶
を
獲
得
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
推
察
し
う
る
資
料
と
し
て
、
神
社
・
仏
閣
へ
の
寄
進
と
、
土
地
へ
の
投
資
状
態
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
判
明
す
る
範
囲
で
、
明
治
九
年
十
二
月
に
、
島
根
県
八
束
郡
美
保
関
に
鎮
座
す
る
美
保
神
社
に
金
百
円
を
寄
進

し
、
同
時
に
香
川
県
琴
平
の
金
刀
比
羅
宮
へ
金
五
十
円
、
翌
十
年
に
金
五
十
円
合
計
百
円
を
寄
進
し
て
い
る
。
ま
た
徳
島
県
三
好
郡
箸
蔵

の
金
刀
比
羅
宮
奥
院
へ
も
相
当
額
の
寄
進
を
な
し
、
「
内
陣
宿
泊
許
可
証
」
を
得
て
お
り
、
明
治
十
六
年
に
は
、
地
元
長
谷
寺
へ
金
六
十

円
の
寄
進
が
あ
り
、
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
各
地
の
社
寺
に
寄
進
・
絵
馬
奉
納
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
当
時
の
金
百

円
は
、
大
阪
堂
島
の
正
米
石
当
り
値
段
に
対
比
し
そ
の
貨
幣
価
値
を
み
る
と
、

っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
北
前
船
主
が
、

こ
の
年
の
米
相
場
は
最
高
五
円
六
十
銭
、
最
低
四
円
四

三
四
九

以
後
は
全
て
蓄
積
さ
れ
る
ま
ま
で
あ
っ

そ
の
資
本
蓄
積
に
お
い
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覚

て
、
売
地
購
入
の
為
に
借
金
を
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
へ
ば
、

代
金
一
五
二
四
円
二
四
銭
五
厘
で
購
入
し
て
い
る
。

十
銭
、
平
均
五
円
と
み
て
、
二
十
石
の
正
米
を
賭
入
し
う
る
値
で
あ
る
。
勿
論
地
方
の
小
売
価
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
購
買

力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
土
地
へ
の
投
資
、
田
畑
の
集
積
状
態
の
概
略
を
み
る
と
、
す
で
に
明
治
三
年
に
生
家
の
為
に
、
散
田
六
反
歩
を
購
入
し
て
お

り
、
明
治
十
五
年
に
は
田
畑
合
計
一

0
町
歩
余
を
所
有
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
購
入
経
過
の
判
明
す
る
も
の
の
み
を
あ
げ
る
と
、
明
治

森
村
の
岡
田
孫
兵
衛
か
ら
田
地
四
反
一
畝
一
歩
を
金
一
六
六
円
九
四
銭
（
地
価
ニ
ニ
四
円
七
0
銭
七
厘
）
、
同

十
一
年
五
月
二
十
五
日
、

一
航
海
の
利
濶
を
見
越
し

三
五
〇

同
村
坪
多
卯
平
次
よ
り
田
地
三
畝
二

0
歩
を
金
一
四
円
六
一
銭
六
厘
（
地
価
一
八
円
八
五
銭
三
厘
）
、
同
村
古
路
助
次
郎
よ
り

田
地
三
畝
二
〇
歩
を
金
一
七
円
九
六
銭
三
厘
（
地
価
ニ
ー
円
一
銭
七
厘
）
を
購
入
し
て
い
る
。

情
か
ら
の
田
地
売
買
取
引
で
は
な
く
、
森
村
の
村
方
上
告
訴
訟
事
件
入
用
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
の
田
地
売
買
で
、
円
山
応
挙
の
襖

絵
で
有
名
な
応
挙
寺
1

1

大
乗
寺
々
田
を
も
処
分
す
る
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、

信
仰
心
と
、
実
弟
が
仏
門
に
あ
っ
た
関
係
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
交
渉
が
仙
五
郎
に
な
さ
れ
て
お
り
、

田
地
売
渡
し
の
相
手
方
に
選
ば
れ
る
程
の
資
力
、
資
本
蓄
積
が
あ

(
1
3
)
 

っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
大
乗
寺
々
田
と
は
、
第
三
表
の
通
り
、

の
八
一
筆
、
反
別
三
町
七
反
八
畝
二
九
歩
で
、
地
価
合
計
二

0
六
四
円
四
三
銭
七
厘
と
評
価
さ
れ
た
相
当
の
面
積
の
田
地
で
、

し
か
し
な
が
ら
、
田
畑
膳
入
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
獲
得
し
た
利
益
金
を
す
べ
て
投
じ
た
の
で
は
な
く
、

一
金
千
五
百
両

田
地
代
則
譲
り
証
文
表

廿
九
日
、

閥
西
大
學
『
紐
済
論
集
』
第
十
一

1
一
巻
第
四
•
五
·
六
合
併
号

こ
れ
を

一
等
田
か
ら
六
等
田
ま
で

―
つ
に
は
彼
の

こ
れ
は
た
ん
に
、
彼
等
三
人
に
か
か
る
事
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第3表 大 乗 寺 売 渡 田 地

北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

三五一

品位 I 反・畝・歩 1 地価（円） 11品位 I 反・畝・歩 地価（円）

1等田 1. 4. 12 I 88.079 ’’ 1. 11 7.027 

” 1. 0. 04 61.982 3等田 2. 27 16.622 
2等田 1. 0. 03 60.612 5等田 1. 08 6.513 

II 8. 21 52.210 4等田 1. 15 7.906 

’’ 8. 03 49.541 6等田 1. 12 5.501 
3等田 1. 3. 06 75.661 1等田 8. 26 54.234 
4等田 1. 19 8.609 2等田 4. 01 24.205 
3等田 9. 01 51. 778 3等田 1. 0. 06 58.465 
4等田 3. 00 15.812 4等田 6. 05 32.503 

’’ 3. 29 20.907 II 4. 16 23.894 

’’ 2. 01 10.711 ” 3. 09 17.393 
3等田 4. 29 28.468 II 2. 05 37.773 
4等田 . 29 5.095 1等田 2. 24 17.126 

II 1. 06 6.325 2等田 7. 12 44.408 

’’ 1. 11 7.203 ” 8. 16 51.210 
5等田 1. 03 5.656 3等田 3. 04 17.960 

‘’ 1. 09 6.684 ” 4. 21 26.940 

‘’ 1. 08 6.513 II 7. 17 43.371 
6等田 2. 13 9.562 4等田 1. 1. 01 58.154 
5等田 1. 06 6.170 II 8. 03 42.693 
4等田 4. 15 23. 718 II 9. 10 49.193 

II 1. 18 8.433 6等田 5. 06 20.433 
II 4. 23 25.124 4等田 5. 19 29.692 

5等田 1. 16 7.884 ” 1. 0. 10 54.464 
II 1. 16 7.884 ” 6. 02 31.976 
II 1. 08 6.513 ” 6. 14 34.084 

, II . 28 4.799 ” 6. 29 36.719 
II 1. 05 5.999 ’’ 5. 05 27.232 

6等田 . 12 1. 572 ’’ 3. 26 20.380 

” 1. 04 4.453 3等田 5. 07 29.997 ,, 1. 03 4.322 ” 6. 05 35.347 

’’ 1. 24 7.073 4等田 2. 12 12. 6'50 

‘’ 1. 28 7.597 ” 1. 2. 05 64.127 

‘’ 1. 26 7.335 ” 1. 0. 13 54.991 
5等田 1. 15 7.712 5等田 8. 04 41.819 
6等田 2. 02 8.101 4等田 1. 0. 02 53.059 

II 3. 00 11. 789 II 9. 15 50.072 
5等田 . 26 4.459 II 6. 18 34.787 

II 1. 13 7.370 II 5. 15 28.989 

‘’ 1. 16 7.884 

’’ . 23 3.942 
3. 7. 8. 29 2,060.437 5等田 . 29 4.970 計
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郎

殿

浜
安
木
村
仙
五
郎
殿

右
は
貴
殿
船
初
下
り
迄
、
無
利
足
返
金
、
則
証
文
請
取
之
候
以
上

内
金
五
百
両

同
金
五
百
両

残
金
五
百
両
也

明
治
五
申
正
月

借
用
申
金
子
之
事

一
金
五
百
両

但
シ
利
足
月
一
五

右
は
今
般
、
安
田
与
八
郎
殿
よ
り
、
田
地
譲
り
請
候
処
、
金
子
足
り
合
不
申
二
付
、
達
て
御
頼
申
上
、
即
前
書
之
金
子
高
槌
二
請
取
借

用
仕
候
処
実
正
明
白
也
、
然
ル
上
は
、
右
定
之
加
利
足
元
利
金
共
、
来
ル
七
月
晦
日
限
り
聯
無
相
違
御
返
金
可
仕
候
、
万
一
本
人
不
埓

之
儀
申
出
候
共
、
請
人
よ
り
弁
金
仕
候
て
も
、
貴
殿
ヘ
ハ
御
心
配
相
懸
不
申
候
、
為
其
請
人
加
判
金
子
借
用
証
文
俯
て
如
件

明
治
五
年
申
正
月
元

滝

本

貫

滝
本
よ
り
請
取

既
金
請
取

閥
西
大
學
『
経
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

同 請

人

藤

右

衛
庄

浜

安

木

村

借

用

人

仙

助 門

五

郎

安

田

与

八

郎

⑲
三
五
二
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（
津
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）

業
を
も
兼
業
し
、
城
崎
郡
・
美
含
郡
内
の
大
口
金
融
を
行
な
っ
て
い
た
が
、

「
金
融
の
業
は
個
人
の
営
む
所
に
あ
ら
ず
」
と
の
考
え
よ

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
例
が
、
明
治
十
三
年
二
月
に
も
「
耕
地
買
請
金
要
用
二
差
詰
り
」
と
の
理
由
で
、
訓
谷
村
永
田
佐
七
か
ら
金
六
百

円
の
借
入
れ
を
し
、
そ
の
後
明
治
十
九
年
五
月
に
、
同
人
よ
り
金
四
五

0
円
、
無
南
垣
村
尼
子
久
珍
よ
り
金
四
百
円
を
借
用
し
た
例
に

い
た
る
ま
で
田
地
を
購
入
し
、
代
金
は
他
借
し
て
支
払
い
、
借
用
者
に
は
一
航
海
の
利
濶
を
こ
れ
に
引
当
て
支
払
っ
て
い
る
例
が
履
々

み
う
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
明
治
十
八
年
に
い
た
る
ま
で
に
、
田
畑
一
八
町
七
反
二
畝
三
歩
、
と
外
に
一
町
四
反
一
畝
二
八
歩
、
計
二

0
町

一
反
四
畝
一
歩
、
山
林
七
反
二
畝
三
歩
を
所
有
す
る
程
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
田
畑
・
山
林
へ
の
資
本
投
入
を
な
さ
し
め
る

に
い
た
っ
た
転
期
は
、
明
治
十
二
年
か
ら
十
五
年
頃
で
あ
っ
て
、
当
初
仙
五
郎
は
、
商
船
営
業
が
好
調
に
進
む
に
従
い
、
中
央
へ
進
出

し
、
本
拠
も
そ
こ
に
移
そ
う
と
考
え
、
明
治
十
三
年
に
は
大
阪
安
治
川
口
に
土
地
購
入
を
契
約
を
し
た
が
、
家
人
の
理
解
を
得
ら
れ
ず

契
約
を
取
消
し
、
さ
ら
に
同
十
五
年
に
は
、
距
離
的
に
近
け
れ
ば
と
、
浜
田
港
に
て
土
地
購
入
の
契
約
を
し
た
が
、

こ
の
場
合
も
家
人

一
方
は
商
船
活
動
に
向
け
ら
れ
第

の
反
対
に
逢
い
そ
の
実
現
を
み
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
も
だ
し
が
た
い
事
業
心
は
、

二
明
宝
丸
・
真
徳
丸
の
建
造
を
す
す
め
て
、
所
有
船
数
の
増
加
を
は
か
り
、
他
方
に
お
い
て
郷
土
開
発
に
着
眼
し
、
山
林
所
有
、
植
林

事
業
に
着
手
し
、
明
治
末
年
に
三
百
町
歩
、
大
正
五
年
に
は
券
面
五
百
町
歩
の
山
林
を
所
有
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
の
間
初
代
仙

五
郎
の
家
督
を
明
治
二
十
九
年
三
月
に
相
続
し
た
長
男
仙
太
郎
（
二
代
目
仙
五
郎
）
の
協
力
が
あ
り
、
廻
船
業
と
山
林
業
の
外
に
、
金
融

り
、
二
代
目
仙
五
郎
が
創
立
委
員
長
と
な
り
、
三
十
年
七
月
に
美
含
銀
行
（
現
但
馬
銀
行
）
を
設
立
し
、
初
代
頭
取
と
な
っ
て
、
自
己
の

所
有
す
る
債
権
す
べ
て
を
銀
行
に
肩
代
り
し
て
い
る
。

右
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
事
業
拡
張
の
源
泉
は
、
‘
い
う
ま
で
も
な
く
廻
船
事
業
に
あ
っ
て
、
同
家
の
廻
船
業
最
終
期
で
あ
る
明
治
末

三
五
三
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第4表 船舶土地収益一覧

年 次 1 船舶贔~, 土地間 l 備 考

明治37年 3,778 3,425 米石当り @¥12.00

38年 8,351 4,037 @¥14.00 

39年 2,795 4,057 @¥14.85 

40年 5,437 4,785 

41年 5,095 5,095 

42年 2,505 4,501 @¥12.50 

43年 238 3,513 @¥14.50 

44年 852 3,863 @¥15.00 

大正元年 4,527 船なし 坂米 290石

2年 5,442 

3年 5,225 @¥20.00 

4年 3,195 @¥12.00 

5年 3,197 @¥12.00 

6年 4,233 @¥12.00 

7年 6,071 @¥23.00 

8年 7,960 @¥39.00 

9年 6,200 227石

10年 7,000 180石

11年 4,450 164石 @¥25.00 

12年 3,800 @¥23.50 

13年 4,250 @¥39.00 

14年 2,863 @¥35.00 

15年 2,066 58石 @¥32.00 
‘ 

昭和 2年 1,850 60石 @¥26.00 

3年 1,790 50石 @¥26.00 

4年 1,415 45石 @¥25.00 

5年 1,525 45石.@¥27.00 

0 大正11年以降年貢坂米の減少は、小作人に田畑を譲渡し

所有地減少によるものである。

0 この集計は宮下家の計算によった。

年
に
お
い
て
も
、
第
四
表
に
み
ら
れ
る
通
り
の
収
益
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
も
第
四
表
の
土
地
収
益
は
、

も
の
で
あ
っ
て
、
山
林
に
つ
い
て
は
植
林
を
主
と
し
、
下
刈
り
、
柴
刈
り
は
あ
っ
て
も
成
木
を
伐
採
し
て
こ
れ
を
販
売
し
た
事
例
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

腸
西
大
學
『
鯉
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

三
五
四

田
畑
の
小
作
料
収
入
を
示
す
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日
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
表
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
通
り
、
慶
応
元
年
に
一
度
、
明
治
三
十
八
年
八
月
十
日
に
秋
田
県
象
萬
港
に

ふ
な
お
ろ

お
い
て
、
新
造
船
下
し
後
五
年
と
い
う
、
最
も
操
舵
し
や
す
く
な
っ
た
時
期
に
、
水
先
不
案
内
の
港
に
碇
泊
し
て
暴
風
に
あ
い
、
破
船

に
至
っ
た
事
例
を
み
る
の
み
で
、
他
に
事
故
を
み
な
か
っ
た
こ
と
が
事
業
を
有
利
に
導
い
た
最
大
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

口
と
因
に
つ
い
て
は
、
船
印
の
宮
の
字
が
諸
国
通
用
の
呼
称
と
な
り
、
入
港
す
る
船
印
で
帆
船
を
識
別
し
、

字
」
と
歓
迎
さ
れ
た
ら
し
く
、
量
目
の
正
確
で
あ
る
為
の
信
用
を
得
る
為
に
は
、
百
斤
の
砂
糖
に
は
百
拾
斤
と
一
割
の
込
み
を
加
増
し

な
ど
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

の
獲
得

因 国 し
か
ら
ば
、
か
か
る
廻
船
業
利
濶
は
如
何
に
し
て
獲
得
し
え
た
か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

そ
の
理
由
ー
少
な
く
と
も
宮
下
家
の
業
務
経
営
に
つ
い
て
察
知
し
う
る
も
の
は
、

航
海
の
安
全

各
地
の
商
況
の
研
究

船
中
乗
組
員
と
船
主
間
の
人
間
関
係

勤
労
奨
励
の
為
の
「
切
出
し
制
」
の
採
用

寄
港
地
の
神
社
・
仏
閣
・
学
校
等
へ
の
寄
附
、
住
民
へ
の
施
行
に
よ
り
、
今
日
的
な
意
味
で
の

P
R
（
人
間
関
係
）
に
よ
る
信
用

四） 国 口
物
品
量
目
の
正
確
な
る
こ
と

H 

四

「
宮
の
字
」

三
五
五

「
宮
の

ヽ- - ------- --
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は
、
国
に
あ
げ
た
「
切
出
し
制
」
の
実
施
で
あ
る
。

い
う
と
こ
ろ
の
「
切
出
し
制
」
と
は
、

「
帆
待
ち
積
」
と
共
に
、

相
応
の
利
濶
を
獲
得
し
得
た
い
ま
―
つ
の
理
由

s‘1

ヽ

，っカ 右
の
よ
う
な
人
間
閲
係
も
、

て、 て
売
買
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
団
体
・
個
人
へ
の
寄
附
・
施
行
に
よ
っ
て
え
た
恩
恵
と
し
て
、
某
地
入
港
時
に
台
風
に
逢
い
、
船
を

待
避
さ
せ
る
に
、

そ
の
地
の
小
学
校
全
具
を
あ
げ
て
の
協
力
を
得
、
危
機
を
の
が
れ
得
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
各
地
商
況
の
研
究
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
物
品
価
格
の
地
域
差
に
よ
る
不
等
価
交
換
に
よ
っ
て
、
利
濶
を
獲
得
す
る
経
営
方
法

に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
船
主
と
も
に
、
仕
入
地
・
売
却
地
・
仕
向
品
の
種
類
・
銘
柄
に
つ
い
て
は
絶
え
ず
研
究
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
宮
下
仙
五
郎
も
他
船
主
と
同
様
に
、

い
な
そ
れ
以
上
に
商
況
研
究
に
努
力
し
、

囲
い
を
す
ま
せ
る
と
、
陸
路
郷
里
に
急
ぐ
足
を
、
各
地
商
業
都
市
に
止
め
、

「
大
阪
商
況
新
報
」

「
閲
門
商
報
」
な
ど
、
主
要
な
商
業
都
市
の
業
界
新
聞
を
賭
読
し
て
、
市
況
の
動
き
に
常
時

回
の
船
中
乗
組
員
と
船
主
間
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
、

の
叡
匹
印
、
殆
ん
で
地
元
あ
る
い
は
近
村
の
気
心
の
知
れ
た
者
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

か

こ

か

し

き

雇
傭
す
る
沖
船
頭
・
親
父
・
表
衆
・
賄
い
•
そ
の
他
ひ
ら
の
主
水
・
炊

「
某
港
で
船
頭
が
あ
や
ま
っ
て
「
あ
ゆ
み
板
」
か
ら
海
中
に
落
ち
る
の
を
見
て
、
船
中
一
同
、

に
我
が
身
を
海
中
に
投
じ
て
、
助
け
あ
げ
た
。
」
と
の
懐
古
談
が
聞
か
れ
た
。

そ
の
失
敗
を
笑
わ
ず
、
同
じ
よ
う

「
板
子
一
枚
下
地
獄
」
の
海
洋
生
活
を
通
じ
て
、
相
互
扶
助
的
結
び
つ
き
が
培
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ

こ
の
関
係
も
金
銭
的
な
面
で
、
な
ん
ら
か
の
配
廊
が
な
け
れ
ば
、
経
営
上
に
そ
の
弱
点
を
露
呈
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
船

中
の
経
営
上
の
過
失
な
い
し
は
不
正
と
し
て
、
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
事
故
も
な
く
、

船
頭
・
水
主

囲
気
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

船
頭
・
親
父
と
他
の
船
中
と
の
間
に
も
同
様
の
人
間
関
係
が
保
た
れ
、

例
話
と
し

旦
那
（
船
主
）
と
船
中
の
関
係
は
家
族
的
な
委

注
意
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

C

し
、
あ
る
い
は
、 賜

西
大
學
『
網
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
年
の
航
海
を
終
え
、
船

そ
の
地
の
商
業
会
議
所
、
市
場
を
巡
歴
し
て
商
況
を
打
診

一
五
六
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「
切
出
し
」
に
し
た
の
で
は
な
く
、

単
価
の
異
な
る
諸
物
品
を
一
率
に
、

同
額
の

つ
い
て
で
あ
る
。

が
、
船
主
の
勘
定
の
外
に
、
あ
る
い
は
支
給
さ
れ
る
給
金
と
は
別
に
自
己
の
取
分
と
な
る
金
銭
を
稼
ぐ
方
法
で
、

々
不
正
視
さ
れ
る
が
、

中
荷
（
稲
荷
）
の
種
類
に
よ
っ
て
、

う
こ
と
を
苦
慮
し
て
い
る
物
品
と
か
、
あ
る
い
は
他
の
中
荷
に
比
較
し
て
口
銭
率
が
高
い
商
品
と
か
、

利
濶
率
、
そ
の
他
諸
般
の
条
件
を
考
慮
し
て
、

あ
る
場
合
は
船
主
が
売
行
き
が
思
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ

そ
れ
ぞ
れ
の
物
品
の
先
行
き
、

て
、
売
捌
き
船
員
に
所
定
の
金
額
を
支
給
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
同
家
の
廻
船
を
「
切
出
し

分
」
と
明
記
さ
れ
た
部
分
の
あ
る
帳
簿
を
調
べ
る
と
、
次
の
第
五
表
か
ら
第
八
表
に
あ
げ
た
明
治
三
十
六
年
度
分
明
神
丸
・
明
宝
丸
、

明
治
一
＿
一
十
八
年
度
分
明
生
丸
の
売
買
仕
切
帳
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
「
切
出
し
」
も
全
売
仕
切
に
つ
い
て
で
は
な

い
。
し
か
し
、
当
時
実
施
さ
れ
て
い
た
「
切
出
し
」
の
概
略
は
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
切
出
し
」
の
歩
合
が
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
は
、

い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
下
り
時
の
中
荷
i
L

「
登
り
荷
物
」
に
つ
い
て
は
、
材
木
・
鰊
・
同
/
粕
．
鰈
干
加
・
昆
布
な
ど
に
つ
い
て
「
船
中
切
出
し
」
の
記
載
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
何
を
基
準
に
し
て
算
出
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
羽
鰊
な
ど
は
「
切
出
し
」
が
あ
っ
た
か
否
か
さ
え
不
明

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
取
扱
物
品
に
「
切
出
し
」
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
下
り
荷
物
」
の
「
船
中
切
出
し
」
に
つ
い
て
、
第
五
表
、
明
神
丸
の
例
に
よ
る
と
、

右
に
あ
げ
た
三
船
の
例
を
み
る
と
、

船
」
と
さ
え
呼
称
し
て
い
た
程
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

時
代
は
新
ら
し
く
な
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
品
の
「
切
出
し
」
は
、

そ
の

物
品
の
売
買
単
位
量
（
空
罐
ー
一
罐
．
釘
ー
一
樽
・
塩
ー
一
俵
・
瓦

-
1
00
枚
等
）
に
よ
っ
た
ら
し
く
、
物
品
の
金
額
（
一
個
当
り
価
格
・
総
計

額
）
に
よ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
勿
論
金
額
に
は
よ
ら
な
と
は
い
っ
て
も
、

一
挺
に
つ
い
て
一
二
銭
・
一
個
に
つ
い
て
一
銭
五
厘
・
一
袋
に
つ
い
て
六
銭
な
ど
と
、

そ
の
物
品
の

三
五
七

宮
下
家
の
場
合
に
、

売
買
仕
切
帳
に
「
切
出
し

そ
れ
ぞ
れ
の
物
品
に
相
応
の
比
率
を
定
め
、

そ
の
売
行
き
に
よ
っ
て
歩
合
計
算
を
し

「
切
出
し
」
は
、

「
帆
待
ち
積
」
は
康
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第
5
表

明
治

36
年

度
明

神
丸

切
出

し

9tL 

日
切

出
し

売
買

地
物

品
名

数
量：

金
額

金
額

附
（

円
）

（
円

）
I

歩
ムロ

4.16 
柏

崎
空

罐
1359

罐
585. 36 

}
 

8.25 
1
罐

二
付

0.6
銭

番
罐

20
罐

6.92 

4.26 
加

茂
洋

釘
10

挺
61. 50 

.30 
1
挺

二
付

3
銭

I
I
 

半
紙

165
個

1,442.362 
2.475 

1
個

二
付

1.5
銭

I
I
 

備
後

引
島

表
60

束
211.100 

.60 
1
束

二
付

6
銭

”
 

白
砂

糖
14

挺
169.926 

.42 
1
挺

二
付

3
銭

I
I
 

塩
500

俵
601.150 

15.00 
1
俵

二
付

3
銭

5. 
2

 
福

山
板

硝
子

10
個

65.000 
.30 

1
個

二
付

3
銭

石
見

赤
瓦

18,223
枚

228.161 
36.40 

100
枚

二
付

2
銭

2.19 
寿

農
｝玉

4.26 
加

砂
糖

105
挺

819.722 
4.20 

一
挺

二
付

4
銭

5. 
2

 
福

山

長
浜

・
佐

渡谷
｝

上
等

酒
米

143
袋

｝
 

1,154.653 
9.20 

1
袋

二
付

6
銭

大
倉

・
訓

11
吠

8.28 
加

茂
田

尻
塩

2,387
俵

｝
 

2,183.865 
54.596 

61
俵

江
差

ツ
組

桶
300

組
47.50 

15.00 
1
組

二
付

5
銭

下
の

関
能

代
糠

158
俵

90.50 
7.90 

1
俵

二
付

5
銭

加
賀

三
ツ

石
昆

布
150

束
112.617 

3.10 

I
I
 

浜
方

此
布

531
束

562.520 
27.37 

(4,512.500
メ）

I
I
 

.
 

能
代

杉
6

分
板

8
寸

以
上

61
間
166

8
寸

以
下

49
間
01

259.893 
53.66 

'
 



第
8
表

明
治

38
年

度
明

宝
丸

切
出

し
利

金

LCL 

,, 

切
出

し
利

益
日

附
売

買
地

物
品

名
数

量
金

額
（
円
）

売
買 (A)利

益

金
額(B（)

円）
I
 

歩
ムロ

(A)
一
(B)

5. 
11 

博
多

但
馬

松
材

2
間

半
156

本

｝
 

I
 

1
間

半
21311 

214.254 

但
馬

松
角

材
2
間

57,, 

｝
 

189.471 
2
間

半
7,, 

但
馬

杉
角

材
1
間

19,, 
36.974 

但
馬

杉
6
歩

板
221

間
138.125 

i
 
86.047 

40.00 
46.047 

同
4
分

板
15211 

36.000 

松
1
寸

3
分

板
72,, 

15.392 

”
 

6
分

板
86.5

間
43.723 

下
関

但
馬

槻
角

4
本

65.655 

12. 
19 

博
多

但
馬

杉
板

取
合

211
間

100.520 

5. 
25 

佐
渡

大
島

玉
砂

糖
27

丁
216.198 ｝訊

682
6. 

10 
象

潟
‘’ 

15,, 
120.202 

3.68 
1
丁

二
4
銭

34.009 

”
 

I
I
 

1
 // 

8.456 

6. 
2
1
 

江
差

’’ 
49,, 

424.826 

5. 
25 

佐
渡

小
木

但
馬

行
李

117
個

112.200 l
 

6. 
10 

象
潟

“
 

17 
I
I
 

27.130 

6. 
21 

江
差

”
 

3111 
46.650 

5. 
25 

小
木

洋
釘

1
樽

6.80 l
 

I
I
 

硝
子

2
個

14.50 

： ! ［ 

！ 

封
据
奉
柑
Q
J
藻
剌
（
紙
~
)
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9. 

18 

4 888 

11

 •
•
•
 

909 

ー

餡茂泊茂氾差餡

” 

象加象加象江象江象象加象江象

／／ 

”
 

江
差

差氾

越
後

”
 濡茂協差潟

洋七空洋食七洋岩

田
尻

”
 

島
青II 

島

硝大線半

II 

子糖香紙

砂
白”

 
行

内
白

島

” 

柳庄石素大

釘塩廷李米油麺糖糖）糖
合

砂砂取
（ 

繍

黒玉

塩

島
表

釘
（
取
合
）

”
 

見
半

紙

1
4
」•

1,000
俵

82311 

50
本

8
丸

42
本

13
函

10
丁

3
函

6
丸

2
個

95
個

100
俵

45
罐

54
函

30
丁

40
丁

1414
罐

10
俵

410
俵

4
4
本

5
樽

211 

26
丸

93.85 

1,110.00 

1,062.926 

99.573 

15.523 

88.200 

92.300 

134.744 

12.900 

90.00 

30.00 

141. 50 

644.91 

142.83 

115. 46 

233.023 

354. 370 

667.360 

106.920 

360.325 

104.897 

35.000 

13.000 

137.800 

097022781. 

．．．

 

9.2

 

331

 

71

 \
‘
\
~
 

『'._•

25.759 

11. 688 

33.278 

26.628 ｝ 

54.323 

1.00 

.90 

.
 

30 

.
 

02 

.12 

2.20 

7.906 

.75 

.50 

2.76 

11. 32 

.
 

30 

36.93 

.50 

.
 

30 

.
 

39 

1
本
二

1
銭

1
丁

二
3
銭

1
丸

二
1.
5
銭

1
罐
二

0.8
銭

1
俵
二

3
銭

1
丸

二
1.5

銭

684.774 

24.759 

11. 122 

12.481 

.332 

11. 568 

31. 078 

18.722 

！ : ； 

! 



II 
象

潤
口

印
半

紙
15

丸
215.40 

}
 72.05 

10. 
4
 
本

庄
”

 
55,, 

743.10 

9. 
18 

象
潟

〇
福

印
半

紙
6
丸

87.00 

}
 0.36 

II 

”
 

”
 

16
本

54.694 

10. 
8
 
江

差
”

 
13

個
216.120 

9. 
7
 

塩
越

今
摺

米
69

俵
343.28 

7.02 
12. 

2
 
尾

道
三

ツ
石

昆
布

27
束

23.101 

10. 
23 

隠
岐

西
郷

II 
87 11 

101. 554 

10. 
30 

石
見

長
浜

”
 

53 I
I
 

43.551 

11. 
2
 
長

門
須

佐
昆

布
41 

II 
45.471 

19.802 

11. 
5
 
越

ケ
浜

三
ツ

石
昆

布
11111 

117. 252 

11. 
15 

室
稲

長
切

昆
布

30
駄

29.264 

11. 
25 

三
ツ

石
昆

布
162

駄
135.665 

10. 
31 

石
見

浜
田

北
海

道
小

豆
34

俵
141.079 

3.445 
(
3
斗

8
升
8.2

升）

”
 

”
 

数
ノ

子
28贔

409.42 
(
6
9
4
.
8
0
)
 

10. 
30 

長
浜

諫
3
本

48.831 
(79.900) 

)35.567 

11. 
2
 
須

佐
数

ノ
子

6
本

94.063 
(156.500

貫）

11. 
5
 
越

ケ
浜

”
 

12
本

147.752 
(253.300

貫）

11. 
9
 
下

関
江

差
打

切
切

布
32.50 

1.65 

6cL 

封
涯

牽
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第
1
表

明
年

38
年

度
明

生
丸

切
出

し
（

そ
の

一
）

〇寸L

日

I
 

切
出

し
売

買
地

物
品

名
数

旱丘
•

金
額
（
円
）

、
金

額
（

円
）

1
 歩

附
ムロ

5. 
1

 
羽

後
象

濶
判

綿
(100

枚
造
）

4
丸

112. 00 
｝
 
.32 

1
丸

二
付

4
銭

II 
フ

ト
ン

綿
(20

枚
造
）

411 
73.60 

”
 

索
麺

24
函

60.00 
｝
 
.65 

”
 

II 
友

白
抵

2411 
62.40 

4. 
18 

佐
渡

小
木

硝
子

（
美

濃
判

）
4,, 

36.00 

｝
 

5. 
1

 
象

悩
”

 
211 

17.80 
.
 

30 
1
函

二
付

3
銭

6. 
7

 
右山

内
’’ 

4,, 
36.50 

5. 
17 

加
茂

半
紙

(15
メ
入
）

3
丸

49.50 
.12 

1
丸

二
付

4
銭

4. 
9

 
但

馬
琉

球
玉

砂
糖

3
丁

43.25 

4. 
18 

小
木

II 
311 

44.59 
.80 

1
梃

二
付

4
銭

5. 
1

 
象

磁
”

 
3
 I/ 

44.68 

6. 
7

 
右山

内
II 

1111 
161.915 

4. 
18 

小
木

柳
行

李
（
坂
合
）

13
個

14.113 
｝
 
.21 

5. 
5

 
”

 
3
4
"
 

36.157 

5. 
1

 
象

潟
田

尻
塩

1348
俵

1,644.56 
34.50 

1
俵

二
付
2.5

銭

4. 
4

 
但

馬
I:; 

戸
（

畳
表

）
6
束

10.98 

｝
 

5. 
1

 
象

涵
，， 

5
丸

9.00 
.50 

1
束

二
付

1
銭

”
 

39
束

70.24 
゜

5. 
1

 
津

漑
岩

見
半

紙
（

取
合

）
53

丸

I
 

464.434 
｝
 1. 

74 
1丸

二
付

1.
5
銭

5. 
3

 
本

庄
I
I
 

63 
II 

531. 682 



5. 
1
 

象
潟

大
島

白
砂

糖
5
挺

113. 370 
.15 

1
挺
二
付

3
銭

I
I
 

大
島

玉
砂

糖
52,, 

774.316 
2.08 

1
挺

二
付

4
銭

”
 

鯨
(42.-930

貫3
）樽

42.910 
.12 

11
樽
二
付

4
銭

10. 
11 

本
庄

”
 

(60.600
貫4

樽）
 

42.880 
.16 

”
 

5. 
1
 

象
潟

洋
釘

（
取

合
）

6
樽

51.300 

｝
 

5. 
5
 

‘’ 
1,, 

8.270 
.24 

1
樽

二
付

3
銭

5. 
17 

加
茂

I
I
 

1
 II 

8.100 

5. 
1
 

象
潟

大
阪

酒
（

千
秋

）
4
樽

66.64 
｝

 
.24 

1
樽

二
付

4
銭
‘

5. 
7
 

岩
内

I
I
 

2,, 
32.00 

5. 
1
 

象
潟

半
紙

8
丸

80.20 
｝

 
1
丸

二
付
1.5

銭
.195 

6. 
7
 

岩
内

I
I
 

5
個

37.60 

4. 
45 

空
・

罐
1,788

罐
822.48 

}
 15.008 

ロ
ツ

ヤ
織

7,, 
3.045 

空
罐

30311 
115.14 

棒
罐

箱
2
個

.28 

6. 
7
 

岩
内

空
罐

46
罐

96.20 
（
損
金

1.102
円
、
切
出
し
な
し
）

’’ 
‘’ 

加
茂

二
等

白
米

(3.93
升
入
）

65
俵

344.85 
1.671 

I
I
 

”
 

”
 

517,, 
2582.239 

30.042 

99

 ...

 

,＇． 

一吋L

井
毎
築
柑
Q
j
藻
剌
（
疵
~
)

lllKliJ 



匿
問
-K

惑
『

雛
燃

纏
縣

』
諏
+11¥

痴
踪
臣
・

li:l.
-l(4t1

志
曲

第
8
表

明
治

38
年

分
明

生
丸

切
出

し
（

そ
の

二
）

111-1
く
回

N吋L
日附

売
買

先
物

品
名

数
金

量
額
（
円
）

価
1

代
合

5. 
6

 

.
 12 

7. 
3
 

8. 
15 

5. 
27 

5, 
20 

449 

0&＆ 

浜
坂

村
上

仁
乎

岸
津

塩

”
 

”
 

塩安油罐罐罐
ャ

II俵
大麦石空空

ッ

諸
寄

砥
石

鎌
砥

石

砥
石

鎌
砥

石
(20

入）

青
砥

石

鎌
砥

石

鰈
千

か

三
田

尻
塩

”
 

2,800
俵

50011 

934,, 

45011 

1,400 II 

22811 

80
罐

1,677 11 

46 II 

27911 

（計
2002

罐）

502
丁

505
束

543
丁

38
束

50
丁

33
個

1455.780
貫

1383
俵

87,, 

.30 

.286 

.30 

.297 

平
均

1.080

.450 

.420 

.380 

.0425 

.205 

.050 

.200 

.050 

.270 

2.20 

2.24 

切
出

し

金
金
額
（
円
）
I

歩

I¥ 
33.916 

840.000 

143.000 

280.200 

133.650 

1546.260 

866.931 

237.720 

754.650 

19.320 

106.020 

(879.990) 

21.335 

103.525 

27.150 

7.600 

2.500 

8.910 

263.106 

3,043.163 

194.88 

38.275 

9.000 

1.200 

16.00 

2
分

5
厘

1
罐
二

1.5
銭

1
罐
二

0.8
銭

1 .. 11,、1j.1

． 

4.00 

0.26 



計
(1487

俵）
(3238.048) 

37.175 

7. 
21 

乗
山

孫
一

郎
空

罐
2770

罐
.472 

1307.44 

}
 
24.60 

ロ
ツ

ヤ
罐

10811 
.442 

47.736 
1
罐

二
付
0.8

銭

番
罐

197 II 
.380 

74.860 

8. 
10 I

 破船
に

付
き

年
間

損
益

勘
定

（円）
（円）

1
番

登
り

利
益

金
737.394 

38
年

分
魚

油
揚

置
損

113.47 
1

番
下

り
利

益
金

990.426 

塩
8
1
3

俵
元

値
1606.80 

2
番

上
り

利
益

金
455.907 

半
紙

年
賦

金
54.00 

2
番

下
り

利
益

金
518.612 

破
船

時
入

用
56.056 

37
年

分
揚

置
物

利
益

.
 289. 581 

こ
鰈

干
か

売
物

分
60.663 

1,830.326 
3052.683 

差
引

残
1222.357 

入
用

606.997 

残
り

利
益

金
615.360 

阜
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尽

渥
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744 

出
し
」
高
を
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

省
略
し
た
が
、
売
買
地
に
よ
っ
て
同
一
物
品
の
売
買
単
価
は
異
な
り
、

厘
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、

船
々
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
は
い
な
い
。

年
度
を
異
に
し
て
も

え
、
そ
の
相
手
が
変
れ
ば
単
価
を
異
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
売
買
総
金
額
の
受
取
り
も
違
っ
て
く
る
。
物
品
の
中
に
は
「
二
分
五

そ
の
殆
ん
ど
は
、
右
の
よ
う
な
受
取
金
額
の
如
何
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
数
当
り
の
「
切

「
切
出
し
」
の
率
は
、
勿
論
船
主
（
経
営
者
）
が
決
定
し
た
も
の
で
、

同
一
の
も
の
も
あ
り
、
ま
た
空
罐
の
よ
う
に
、
明
治
三
十
六
年
度
に
は
一
罐
に
つ
い
て
六
厘
で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
治
三
十
八
年
度
に

は
八
厘
に
値
上
げ
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
船
主
が
そ
の
物
品
に
つ
い
て
の
需
給
の
如
何
ん
、
利
濶
率
の
如

何
ん
を
考
慮
し
て
随
時
に
船
中
の
得
心
の
え
ら
れ
る
よ
う
な
額
に
決
定
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
物
品
に
「
切

出
し
」
が
附
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
売
買
の
都
合
で
利
益
に
な
ら
ず
、
損
金
を
出
す
よ
う
な
場
合
は
「
切
出
し
」
は
取
消
し
で
、
何

時
の
場
合
も
「
切
出
し
」
は
、
利
濶
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
、
但
馬
の
北
前
船
に
つ
い
て
、
明
治
時
代
の
宮
下
家
の
場
合
に
つ
い
て
、
誠
に
杜
撰
な
、

し
た
資
料
を
中
心
に
、
経
営
分
析
を
お
こ
な
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
方
の
叱
正
と
教
示
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
尚
こ
の

調
査
に
あ
た
り
、
宮
下
仙
五
郎
家
を
は
じ
め
、
豊
岡
高
等
学
校
山
本
茂
信
氏
を
キ
ャ
ッ
プ
と
す
る
浜
坂
町
史
編
集
室
の
中
井
寿
孝
氏
そ

の
他
の
方
々
に
多
大
の
便
宜
を
は
か
っ
て
戴
い
た
こ
と
を
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
述
べ
る
次
第
で
あ
る
。

注

(
1
)
牧
野
隆
信
「
北
前
船
研
究
」
北
海
道
地
方
史
研
究
第
四
七
号

(
2
)

同
氏
「
近
世
に
お
け
る
海
運
業
の
経
営
」
社
会
経
済
史
二
九
の
一

(
3
)
松
尾
進
著
「
海
道
」

A
日
本
の
産
業
＞
シ
リ
ー
ズ

3
有
斐
閣
昭
和
三
四
年
刊

っ
4
)

佐
々
木
誠
治
著
「
日
本
海
運
の
近
代
化
」
海
文
堂
昭
和
三
六
年
刊

隔
西
大
學
『
繹
済
論
集
』
第
十
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

そ
の
概
略
を
述
べ
た
が
、
今
後
収
録

そ
れ
は
第
八
表
の
塩
の
よ
う
に
、

同
日
同
一
地
に
お
い
て
さ

六
六
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北
前
船
主
の
一
類
型
（
津
川
）

六
七

(

5

)

同
氏
右
同
書
一
六
五
頁
以
下

(
6
)
堀
田
成
雄
著
「
北
前
船
と
西
村
屋
忠
兵
衛
」
羽
咋
市
教
育
委
員
会
昭
和
三
八
年
刊
西
村
通
男
「
海
商
三
代
の
記
録
」

(
7
)
隠
岐
嶋
後
布
施
村
の
山
口
常
賢
家
（
岩
口
常
八
時
代
に
廻
船
業
を
行
な
う
」
に
幕
末
・
維
新
の
「
万
浜
帳
」
「
水
揚
帳
」
「
仕
切
帳
」
の
若
千

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
同
文
書
に
、
神
戸
船
宿
綱
盛
源
兵
衛
の
宛
名
が
散
見
し
う
る
の
で
、
宮
下
家
と
同
じ
船
宿
に
出
入
り
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
し
か
も
明
治
末
期
に
山
口
家
持
船
春
日
丸
が
城
崎
郡
香
住
町
安
木
浜
で
難
船
し
、
宮
下
家
に
よ
っ
て
難
船
救
助
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

両
家
の
廻
船
業
か
ら
山
林
業
へ
の
転
化
が
類
似
す
る
点
か
ら
何
等
か
の
関
係
が
あ
っ
た
か
に
推
察
さ
れ
る
。

(
8
)
若
林
泰
「
諸
国
御
客
帳
」
の
原
所
有
者
に
つ
い
て
」
近
世
史
研
究
六

0
号

(
9
)
中
井
寿
孝
「
日
本
海
の
回
滞
業
に
つ
い
て
」
兵
庫
史
学
二
六
号

(10)
宮
下
家
所
蔵
文
書
は
、
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
わ
た
る
廻
船
・
田
畑
・
山
林
関
係
の
三
部
門
に
分
れ
る
。

廻
船
関
係
は
、
慶
応
三
年
か
ら
明
治
四
十
四
年
ま
で
の
四
十
五
年
間
の
、
「
金
銀
出
入
帳
」
・
「
船
舶
金
銭
出
入
帳
」
・
船
玉
雑
費
帳
」
．

「
電
信
手
紙
料
相
帳
」
・
「
主
人
差
引
帳
」
・
「
目
録
帳
」
・
「
勘
定
帳
」
・
「
仕
切
帳
」
•
そ
の
他
で
，
二
五

0
冊
余
の
長
帳
と
、
「
仕
切

帳
」
に
記
録
さ
れ
た
売
買
取
引
の
一
件
毎
に
出
さ
れ
た
売
買
仕
切
状
数
千
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
所
有
し
た
船
舶
の
稼
動
ク
記
録
C
あ

る
諸
帳
簿
の
悉
皆
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
十
年
代
の
頃
の
も
の
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
数
量
は
、
冦
達
三
人
（
関
西

大
学
大
学
院
学
生
皆
廻
康
一
・
経
済
学
部
学
生
中
畑
鴻
）
が
三
十
七
年
度
と
三
十
八
年
度
の
夏
期
休
暇
に
一
週
間
．
つ
つ
を
当
て
て
漸
く
一
必
壷

理
し
、
目
を
通
し
え
た
量
で
あ
る
。

(11)
右
の
諸
文
書
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。
｀

(12)
河
野
正
富
「
天
保
以
後
の
北
前
船
」
経
済
史
研
究
二
三
の
四

(13)
大
乗
寺
々
田
は
宮
下
家
の
所
有
地
と
な
っ
た
が
後
日
再
び
寺
田
と
し
て
同
家
よ
り
寄
進
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。




